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8 第1節 

序論 

(4) 計画の期間 

本計画は、合併年度及びこれに続く15年度（平成32年度まで）とし

ます。 

(4) 計画の期間 

本計画は、合併年度及びこれに続く10年度（平成27年度まで）とし

ます。 

14 第3節 

主要指標

の見通し 

①人口 

●平成7年から平成22年までの数値は、各年における国勢調査のデータを

実績値として用いました。平成27年、平成32年の人口予測については

、国立社会保障・人口問題研究所｢日本の地域別将来推計人口(平成25

年3月推計)｣のコーホート要因法による推計値を用いました。 

●平成5年から平成15年までの各市町村の人口の趨勢をもとに、コー

ホート要因法により、合併の基準年次となる平成17年と平成22年 

（中間年次）、平成27年（目標年次）の推計を行いました。 

 

14  ●削除 ●なお、推計にあたっては、最新の趨勢をもとに推計するために、平

成5年、10年、15年の住民基本台帳（各年の3月末日時点）のデータ

を実績値として用いました。 

 

14  ●推計値をみると、平成17年の136,886人が平成32年には120,083人に

なり、大幅な減少傾向となることがうかがえます。 

●推計値（コーホート要因法による推計値ＡＢの平均値）をみると、

平成15年の141,207人が平成27年には130,402人になり、大幅な減少傾

向となることがうかがえます。 

 



頁 項目名 変更案 現行 

14  ●減少率をみると、平成7～12年の5年間で△2.1％、平成12～17年で

△2.7％、平成17～22年で△3.4％、平成22～27年で△4.5％、平成27

～32年で△4.9％と減少傾向の幅が大きくなっており、人口減少のス

ピードが増していくと予測されます。 

●減少率をみると、平成5～10年の5年間で△1.4％、平成10～15年で

△2.5％、平成17～22年で△3.2％、平成22～27年で△3.4％と減少傾

向の幅が大きくなっており、人口減少のスピードが増していくと予測

されます。 

14  

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所｢日本の地域別将来推計人口（平成25年3月推計）｣ 

 

14  

  



頁 項目名 変更案 現行 

15 第3節 

② 

人口構造 

● 年齢３階層別の人口では、年少人口の総人口に占める割合が平成

17年の13.8％から平成32年には11.2％に減少し、生産年齢人口につい

ても同様に60.4％から53.8％に減少しています。 

● 一方、高齢化率（総人口に占める老年人口の割合）が平成17年の

25.7％から平成32年には34.9％に増加しています。 

● 年齢３階層別の人口では、年少人口の総人口に占める割合が平成

15年の14.4％から平成27年には13.0％に減少し、生産年齢人口につい

ても同様に61.5％から57.5％に減少しています。 

● 一方、高齢化率（総人口に占める老年人口の割合）が平成15年の

24.1％から平成27年には29.5％に増加しています。 
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頁 項目名 変更案 現行 

16 

 

第3節 

③ 

世帯数 

● 平成7年から平成22年までの各市町村の世帯数（国勢調査：各年の

10月1日時点）を実績値とし、世帯数の回帰分析（指数関数）により

推計値を算出し、その推計値と人口の推計値より１世帯当たり人員を

算出しました。 

● 削除 

 

 

● 傾向としては、世帯数が平成17年の46,983世帯から平成32年には

49,315世帯に増加し、逆に1世帯当たり人員は2.91人から2.44人に減

少し、核家族化が進行すると予測されます。 

● 平成5年から平成15年までの各市町村の世帯数（住民基本台帳：各

年の3月末日時点）を実績値とし、1世帯当たり人員の回帰分析（指数

関数）により推計値を算出し、その推計値と人口の推計値より世帯数

を算出しました。 

● なお、八代地域の世帯数については、各市町村の世帯数を合算す

ることにより算出し、また、1世帯当たり人員の推計値を算出しまし

た。 

● 傾向としては、世帯数が平成15年の49,088世帯から平成27年には

51,881世帯に増加し、逆に1世帯当たり人員は2.88人から2.51人に減

少し、核家族化が進行すると予測されます。 
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頁 項目名 変更案 現行 

16 第3節 

④ 

就業人口 

● 昭和55年から平成22年までの産業別就業人口（国勢調査：各年の

10月1日時点）を実績値とし、産業別就業者数の構成比及び全就業者

数の直線回帰により推計値を算出しました。 

● 就業者数は減少傾向にあり、平成32年の全就業者数は約51,820人

と予測されます（平成17年との減少率：△19.8％）。 

● 産業別の構成比では、第１次産業、第２次産業は減少、第３次産

業は増加の傾向が推測されます。 

● 昭和55年から平成12年の産業別就業人口（国勢調査：各年の10月1

日時点）を実績値とし、産業別就業者数の構成比及び全就業者数の直

線回帰により推計値を算出しました。 

● 就業者数は減少傾向にあり、平成27年の全就業者数は約65,300人

と予測されます（平成12年との減少率：△3.2％）。 

● 産業別の構成比では、第１次産業が減少、第２次産業はほぼ横ば

い、第３次産業は増加の傾向が推測されます。 
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頁 項目名 変更案 現行 
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第4節 

新市の基

本方針 

①新市の

将来像 

 

(4)将来目標人口 

新市の人口は、平成32年には12万人前後にまで減少すると推計され

ています。（第３節） 

人口減少社会に突入したこの時代においては、人口減少に歯止めを

かけるため、広域的拠点性を活かした企業誘致や若者定住施策などの

活力ある地域社会づくりにより、現状の13万人の維持を目指していき

ます。 

(4)将来目標人口 

 新市の人口は、平成27年には13万人前後にまで減少すると推計され

ています。（第３節） 

新市においては、新幹線開業を契機とした広域的拠点性を活かした

企業誘致や若者定住施策などの活力ある地域社会づくりにより、熊本

県第二の都市として「15万人都市」を目指していきます。 

77 第10節 

財政計画 

①基本的

な考え方 

 財政計画は、市町村合併からこれまでの決算の推移や、市町村合併

に伴う財政支援措置の終了などを取り入れ、今後地方財政を取り巻く

状況を考慮し、堅実な財政運営を基調としたものです。 

 財政計画は、現在の財政状況をベースに、三位一体の改革など地方

財政を取り巻く状況を考慮し、また、市町村合併に伴う財政支援措置

やスケールメリットなどを取り入れて策定しています。 

 なお、新市においては本計画を一定の指針として、単年度ごとに堅

実な財政運営を貴重とした予算調整を行い対応することになります。 

77 第10節 

②財政計

画の概要 

 (1)計画期間 

●計画期間は、これまでの平成17年度から平成27年度までの11年間

に、新たに平成28年度から平成32年度までを追加したものとしていま

す。 

(2)作成方法 

②本計画は、歳入・歳出それぞれ科目別に市町村合併に伴う削減経費

や国･県の財政支援措置などを反映させ作成しています。 

③平成25年度は決算見込みのため、平成24年度からの繰越事業費及び

平成26年度への繰越事業費を含んでいます。 

 (1)計画期間 

●計画期間は、平成17年度から平成27年度までの11年間としていま

す。 

 

(2)作成方法 

②本計画は、歳入・歳出それぞれ科目別に現況及び過去の実績や経済

情勢等を勘案しながら推計し、合併に伴う主な削減経費、国の財政支

援措置等を考慮し作成しています。 

 

 

 



77 第10節 

③健全財

政の確保 

①市税は、税源のより一層的確な把握と課税の適正化及び徴収率の向

上を図ることにより収入の確保に努めます。 

 

②地方交付税、国・県の支出金、市債等の依存財源を適正に見積もる

ように配慮しています。 

 

③市債については、将来にわたる公費負担が過大にならないように計

画的に借り入れていきます。また、通常債に加えて合併特例債を有効

かつ適切に活用することにしています。 

 

④一般職職員数については合併時点から平成26年4月1日までに243人

削減しています。今後も引き続き、定員の適正化及び人件費の抑制に

取り組みます。 

⑤投資的経費は、「環境センター建設」や「新庁舎建設」を見込む他、

今後の財政状況を勘案し、財源に見合った範囲内で確保しています。 

①地方税は、税源のより一層的確な把握と課税の適正化及び徴収率の

向上を図ることにより収入の確保に努めます。 

 

②地方交付税、国・県の支出金、地方債等の依存財源を適正に見積も

るように配慮しています。 

 

③地方債については、将来にわたる公債費が過大にならないように計

画的に発行していきます。また、通常債に加えて合併特例債を有効か

つ適切に活用することにしています。 

 

④一般職職員数については、現行の職員数を大幅に削減する方向で取

り組むことになります。 

 

⑤投資的経費は今後の財政状況を勘案し,財源に見合った範囲内で確

保しています。 

77 第10節 

④まとめ 

 市町村合併に伴い、スケールメリットを活かした行財政改革を行っ

てきましたが、平成33年度には地方交付税による合併支援措置が無く

なることで、財政計画では100億円以上あった市の貯金である基金が、

平成32年度には半分以下の46億円まで減り、平成35年度には2億円ま

で減る見込みであることから、益々厳しい財政運営が予測されます。 

 今後は更なる事業の見直しを行い、適正な受益者負担を求めると共

に、市町村合併により重複した施設の廃止統合など、行政のスリム化

を促進させ、恒久的な市民サービスの確保を図っていきます。 

今後の不透明な社会経済情勢や地方財政制度の改革など、財政運営

を取り巻く環境が非常に厳しくなることから、予算執行面での努力や

予算編成過程における更なる見直しが必要です。 

 いわゆる『低負担･高サービス』を全ての面において実現すること

は現実的には厳しいため、今後の行政サービスについても、不断の見

直しを行い、適正な受益者負担を求めていくことが不可欠です。 

 特に、地方交付税措置に係る特例措置がなくなり、公債費のピーク

を迎える時期には、益々厳しい財政運営が予測されることから、行財

政改革に取り組み、さらに歳出経費の合理性･妥当性についても多角

的な視点から検討し、財政のスリム化を図り、財源としての基金の確

保に努めるなど財政の健全化を図っていきます。 



78 第10節 

⑤ 

歳入歳出

の主要項

目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤歳入歳出の主要項目 

(1)歳入 

①市税 

●個人市民税や法人市民税などの市民税、土地及び家屋並びに償却資

産などの固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税などです。 

 

 

②地方交付税 

●市町村など、地方公共団体が等しく合理的かつ妥当な水準で行政事

務が出来るように、国から交付される税です。これまで合併算定替に

よる支援措置がありましたが、平成28年度から段階的に削減され、平

成32年度には25年度より25億円少なくなる見込みです。 

 

③国庫支出金・県支出金 

●平成27年度で合併に係る臨時的な支援措置はすべて終わるため、平

成28年度以降については、過去の実績を参考に行政の事務事業に応じ

た国や県の補助金を見込んでいます。 

 

④繰入金 

●環境センター建設や新庁舎建設など、大型プロジェクトに多額の費

用が掛かる際に、貯えておいた基金を繰り入れ、単年度の負担を軽減

するものです。 

 

⑤市債 

●本計画の建設事業や、国の政策による市の借金です。 

また、合併市町村の均衡ある発展に係る建設事業については、合併特

例債を活用し、計画中の環境センターや新庁舎の建設にも活用予定と

しています。 

 

 

 

⑤歳入歳出の主要項目の算出基礎について 

(1)歳入 

①地方税 

●現行制度を基本として見込んでいますが、固定資産税率について

は、平成17年度から19年度までは1.4％、平成20年度から21年度まで

は1.5％、平成22年度以降は1.6％として推計しています。 

 

②地方交付税 

●普通交付税の算定の特例（合併算定替）により算定し、合併に係る

支援措置等を見込んでいます。 

 

 

 

③国庫支出金・県支出金 

●一般行政経費分は過去の実績を参考に、さらに本計画事業分を加え

ています。また、合併に係る臨時的な支援措置を見込んでいます。 

 

 

④繰入金 

●単年度の収支を図るため基金を効率的に活用しています。 

 

 

 

⑤地方債 

●本計画事業に伴う通常債、合併特例債、減税補てん債及び臨時財政

対策債を見込んでいます。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)歳出 

①人件費 

●職員の給与や、市議会議員及び市政協力員並びに消防団員の報酬な

どです。合併の平成17年度から平成27年度までに一般職職員を250人

削減しています。 

 

②扶助費 

●生活保護や障がい福祉、私立保育園の運営費や児童扶養手当、老人

福祉などの社会保障費で、少子高齢化や景気の低迷により、今後も上

昇傾向は避けられません。 

 

③公債費 

●市債として借り入れたお金の元金と利子を返済するもので、この経

費が増え過ぎると財政硬直化の原因になるため、計画的に市債を借り

入れ、返済しています。 

 

④物件費 

●行政事務を行う一般的な経費で、事務用品や光熱水費･電話や郵便

料金、また施設管理運営や予防接種などの委託費などで、今後更に削

減を要します。 

 

⑤補助費等 

●広域消防・市立病院への負担金や、各種事業・団体への補助金など

で、今後更に削減を要します。 

 

⑥投資的経費 

●環境センターや新庁舎建設など大型プロジェクトを含む、道路･公

園･学校整備などの建設事業です。 

 

 

 

(2)歳出 

①人件費 

●一般職職員、特別職職員及び議会議員等の削減による効果を見込ん

でいます 

 

 

②扶助費 

●過去の実績等を参考に、今後の少子高齢化社会により増加すること

が予測される費用を見込んでいます。 

 

 

③公債費 

●合併年度までの地方債に係る償還予定額に、翌年度以降の本計画事

業等に伴う新たな地方債に係る償還見込み額を加えて見込んでいま

す。 

 

④物件費 

●過去の実績等を参考に、さらに合併後のスケールメリット及び行財

政改革を勘案し見込んでいます。 

 

 

⑤補助費等 

●過去の実績等を参考に、さらに財政の健全化推進を踏まえて見込ん

でいます。 

 

⑥投資的経費 

●本計画に基づいた普通建設事業を見込んでいます。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10節 

⑥期間延

長による

合併効果

（新規項

目追加） 

⑥期間延長による合併効果 

 

合併特例債は事業費の95％まで借り入れでき、その返済額の70％が

地方交付税に算入されるというルールの借金で、合併した年度及びこ

れに続く10カ年度の適用でしたが、法改正により、５カ年延長される

ものです。 

 それにより、平成17年度合併時は借入可能額の約40％にあたる162

億円を活用予定でしたが、今回借入可能額の約68％にあたる274億円

を活用予定です。 

 

 

●合併効果 

①行政経費の削減 

・一般職員の削減効果 …約78億円 

・市町村長、助役、収入役、教育長、監査委員の削減効果…約28億円 

・議会議員の削減効果（定数34人）…約28億円 

 

②財政支援の活用 

・地方交付税の臨時財政支援措置 …約23億円 

・国からの補助金 …約8億円 

・合併特例債 …約162億円活用（発行可能枠の約40％） 

※合併特例債とは、記載充当率が95％で元利償還金の70％が交付税措

置されるというもので、合併した年度及びこれに続く１０ヵ年度適用

されます。 
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⑦新市財

政計画 

⑦新市財政計画 

【 歳 入 】 

別表１のとおり。 

 

【 歳 出 】 

別表２のとおり。 

 

※基金残高を追加 

 

※市債残高を追加 

⑥新市財政計画 

【 歳 入 】 

別表１のとおり。 

 

【 歳 出 】 

別表２のとおり。 

 



 

◆別 表 １ （財政計画歳入） 
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◆別 表 ２ （財政計画歳出） 
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         H17     H18    H19     H20     H21     H22    H23     H24     H25     H26     H27     H28     H29    H30     H31     H32 

  

 

  

 

                                                       ※平成 26年 3月末現在で作成 



 


